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. 
そ
の
性
格
を
め
？
っ
て

『
万
葉
集
』
巻
第
六

l
l

聖
武
朝
の
皇
統
理
念
か
ら
｜
｜

観
野

英
道

は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
は
、
各
巻
に
せ
よ
全
巻
に
せ
よ

一
時
に
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
漸
次
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
す
る
巻
六
も
、
巻
三
、
四
、
八
と
密
接
な
関
係
を
有
し
、
原
資
料
に
共
通
す
る
も
の
を
持
つ
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
形
成
過
程
、
編
纂
の
順
次
が
多
く
研
究
さ
れ
る
中
で
、
何
故
一
巻
と
し
て
形
成
さ
れ
た
か
は
等
閑
視
き
れ
て
い
る
場
合

が
多
い
。
同
一
の
資
料
か
ら
各
巻
に
弁
別
さ
れ
た
基
準
は
、

そ
れ
ら
の
巻
の
特
性
｜
｜
巻
の
持
つ
論
理
｜
｜
に
依
ろ
う
。
そ
れ
を
不
問
に
付

せ
ば
、
成
立
・
編
纂
論
は
成
り
立
た
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
全
体
と
は
部
分
の
総
和
な
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
は
そ
の
端
緒
と
な
る
べ
き

基
礎
的
研
究
で
あ
る
。
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巻
六
の
主
題

『
万
葉
集
』
巻
第
六
に
収
録
さ
れ
た
歌
々
は
、
題
詞
に
よ
っ
て
作
歌
年
時
が
明
示
さ
れ
、そ
れ
に
統
括
き
れ
る
よ
う
整
然
と
し
た
配
列
が

な
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
巻
六
収
載
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
る
固
有
な
時
間
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
独
立
し
た

一
巻
と
し
て
こ
の
よ
う
な
巻
は
他
に
存
在
し
な
い
。

巻
六
収
載
歌
が
担
う
時
間
は
、
養
老
七
年
五
月
よ
り
始
ま
り
天
平
十
六
年
正
月
十
一
日
ま
で
続
く
。
そ
の
問
、

天
平
元
年
、
七
年
、
十
三

ー
十
四
年
の
欠
落
が
あ
る
が
、
巻
六
は
二
十
二
年
間
の
時
間
を
克
明
に
自
己
の
中
に
刻
み
込
ん
で
い
く
。
原
資
料
群
か
ら
巻
六
に
組
み
込
ま

た
と
え
位
置
づ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
も
、
他
資
料
に
鑑
み
、
歌
の
内
容
を
閲
し
て
、
そ
れ
ら
の
歌
に
固
有
の
時
間
を
与
え

(2
) 

然
る
べ
き
位
置
に
配
列
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
左
注
は
示
し
て
い
る
（
九
二
ハ
、
九
一
九
、
九
二
七
、
九
四
七
、
九
五
四
、
九
七
二
、

れ
る
際
、

一
O
O
九
）
。

時
間
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
線
状
的
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
基
準
と
な
る
定
点
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
、
線
型
の

〈
時
間
〉
と
な
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
「
時
間
」
あ
る
い
は
「
歴
史
」
と
は
、
時
間
意
識
、
歴
史
認
識
の
別
称
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

固
有
の
定
点
を
自
ら
の
中
に
刻
み
続
け
た
巻
六
の
体
現
す
る
主
題
は
〈
歴
史
〉
で
あ
る
。

だ
が
、
巻
頭
の
九
O
七
番
歌
よ
り
提
示
さ
れ
て
き
た
歴
史
は
一
O
四
三
番
歌
ま
で
で
途
絶
え
、

一
O
四
四
i

一
O
六
七
番
の
巻
末
の
二
十

四
首
に
は
作
歌
年
時
が
付
き
れ
て
い
な
い
。
こ
の
巻
末
歌
群
は
天
平
十
三
i

十
六
年
に
作
ら
れ
た
も
の
と
覚
し
く
、
巻
六
の
歴
史
に
組
み
込

む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
成
立
論
か
ら
は
巻
六
編
纂
過
程
の
断
層
と
見
な
さ
れ
、

追
補
部
分
と
さ
れ
て
き
た
。

(387) -2 



こ
れ
を
巻
六
全
体
か
ら
見
る
と
き
、
巻
末
の
作
歌
年
時
未
詳
歌
群
は
、
巻
頭
に
配
置
さ
れ
た
歌
群
（
九
O
七
1

九
四
七
）
と
首

尾
呼
応
し
た
配
列
を
見
せ
る
。
巻
末
歌
群
は
廃
都
悲
傷
歌
と
新
京
讃
歌
の
宮
廷
儀
礼
歌
よ
り
成
り
（
一

O
四
四
1

一
O
六
三
）
、
そ
こ
に
敏
馬

(4
) 

の
浦
を
過
ぎ
る
時
の
歌
が
続
く
（
一
O
六
五
l

一
O
六
七
）
。
そ
れ
は
、
宮
廷
歌
人
田
辺
福
麻
日
の
作
歌
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
巻
頭
部

し
か
し
、

分
は
行
幸
供
奉
歌
が
並
び
（
九
O
七
1

九
四
一
）
、
辛
荷
の
島
・
敏
馬
の
浦
を
過
ぎ
る
時
の
歌
が
附
さ
れ
（
九
四
二
1

九
四
七
）
、
〈
宮
廷
歌
＋

過
ぎ
る
時
の
歌
〉
と
い
う
巻
末
部
と
同
じ
配
列
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
笠
金
村
・
車
持
千
年
・
山
部
赤
人
ら
宮
廷
歌
人
の
作
で
あ

つ
ま
り
、
巻
末
の
作
歌
年
時
未
詳
歌
群
と
巻
頭
の
歌
群
は
相
似
の
関
係
に
あ
る
。
歌
の
配
列
も
、
そ
れ
を
担
う
者
た
ち
も
同
質
で
あ

る
。
こ
こ
に
首
尾
相
応
じ
た
構
成
意
識
を
持
っ
た
一
つ
の
有
機
的
な
統
一
体
と
し
て
、
巻
六
は
顕
現
す
る
。

る
し
た
が
っ
て
、
巻
六
に
と
っ
て
、
巻
末
に
作
歌
年
時
未
詳
歌
群
を
配
置
し
た
こ
と
は
、
単
な
る
追
補
と
し
て
収
録
し
た
の
で
は
な
く
、
自
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ら
が
｜
｜
そ
れ
は
巻
六
編
者
に
他
な
ら
な
い
が
｜
｜
選
ん
だ
方
法
な
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

笠
金
村
作
歌

巻
六
は
そ
の
歴
史
の
始
発
と
し
て
、
養
老
七
（
七
二
三
）
年
五
月
の
笠
金
村
の
吉
野
行
幸
供
奉
歌
（
九O
七
i
九
二
一
）
を
巻
頭
に
置
く
。

既
に
先
学
に
よ
り
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
が
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

壬
申
の
乱
に
際
す
る
天
武
の
挙
兵
、

そ
し
て
天
武
八
年
五
月
の
六
皇
子
の
盟
約
と
い
う
歴
史
的
展
開
の
中
で
、
吉
野
は
天
武
皇
統
発
祥
の

聖
地
へ
と
変
容
す
る
。
文
武
に
よ
る
大
宝
元
年
七
月
以
来
、

元
明
・
元
正
と
い
う
女
帝
の
時
代
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
吉
野
行
幸
が
、
こ
こ

に
二
十
二
年
間
の
空
白
を
隔
て
て
復
活
す
る
。

そ
れ
は
、
翌
神
亀
元
年
に
即
位
す
る
天
武
皇
統
に
お
け
る
男
子
直
系
の
首
皇
子
つ
ま
り
聖
武

か
つ
、
皇
位
継
承
の
契
約
的
儀
礼
の
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
巻
六
の
歴
史
は
、
(386) 

天
皇
へ
の
、
女
帝
の
中
継
ぎ
完
了
の
儀
式
で
あ
り
、



聖
武
即
位
を
予
祝
す
る
吉
野
行
幸
を
め
ぐ
る
歌
で
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

吉
野
に
お
け
る
天
皇
讃
歌
が
、
柿
本
人
麻
呂
作
歌
（
1
・
三
六
1
三
九
）
か
ら
約
三
一
十
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
の
も
、
こ
の
歴
史
的
事
実
と

連
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
巻
頭
の
金
村
長
歌
は
、

そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

滝
の
上
の

三
船
の
山
に

栂
の
木
の

瑞
枝
き
し

繁
に
生
ひ
た
る

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に

万
代
に

か
く
し
知
ら
さ
む

み
吉
野

グ〉

秋
津
の
宮
は

山
}|| 

を

見
が
欲
し
か
ら
む

清
み
さ
や
け
み

う
べ
し
神
代
ゆ

神
か
ら
か

貴
く
あ
る
ら
む

固
か
ら
か

定
め
け
ら
し
も

（
九O
七
）

人
麻
呂
作
歌
が
天
皇
の
行
為
を
描
き
、
「
山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
の
御
代
か
も
」
（
三
八
）
と
天
皇
の
存
在
す
る
現
在
を
「
神
の
御
代
か

も
」
と
表
現
す
る
の
に
対
し
、
金
村
作
歌
で
は
天
皇
を
直
接
叙
述
す
る
こ
と
は
な
く
吉
野
宮
の
叙
景
に
終
始
す
る
。
し
か
し
、そ
の
聖
性
は

「
う
べ
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も
」
と
過
去
の
時
点
に
確
認
さ
れ
、
「
万
代
に
か
く
し
知
ら
さ
む
」
と
現
在
か
ら
未
来
へ
と
連
続
す
る
皇
統
に

よ
っ
て
吉
野
宮
は
統
治
さ
れ
る
ー
ー
ー
そ
れ
は
聖
武
即
位
の
予
祝
に
他
な
ら
な
い
ー
ー
と
う
た
わ
れ
る
。
金
村
作
歌
に
お
い
て
、
聖
武
の
即
位

へ
と
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(7
) 

こ
の
「
神
代
」
と
は
、
前
の
人
麻
呂
吉
野
讃
歌
の
「
山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
の
御
代
か
も
」
を
志
向
し
、
ま
た
、
三
六
、

が
予
定
さ
れ
て
い
る
現
在
は
、
吉
野
の
地
が
同
路
と
な
り
、
「
神
代
」
に
連
な
り
、
「
万
代
」

三
八
番
歌
で

吉
野
宮
造
営
を
天
皇
が
行
っ
た
叙
述
を
も
射
程
に
入
れ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
「
神
代
」
は
持
統
朝
の
こ
と
だ
と
横
滑
り
き
せ
て

捉
え
て
は
な
る
ま
い
。
金
村
長
歌
の
表
現
は
「
う
べ
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も
」
に
収
敬
さ
れ
て
い
く
が
、
「
万
代
に
か
く
し
知
ら
さ
む
」

と
未
来
へ
と
皇
統
譜
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
の
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
男
帝
即
位
へ
の
予
祝
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

「
神
代
」
と
は
、
養
老
七
年
五
月
の
金
村
作
歌
に
と
っ
て
天
武
朝
を
指
す
。
聖
武
は
、
金
村
作
歌
に
よ
り
天
武
に
連
な
る
皇
統
譜
へ
の
位
置

を
与
え
ら
れ
る
。

(385) -4 
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。

一
体
、
聖
武
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
次
の
天
皇
を
予
定
さ
れ
、
即
位
へ
の
階
梯
を
自
動
的
か
つ
円
滑
に
登
り
つ
め
て
い
っ
た
と
見
な
さ

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
態
は
そ
う
で
は
な
い
。

父
文
武
が
十
五
歳
で
立
太
子
し
即
位
し
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
聖
武
は
和
銅
七
年
、
十
四
歳

で
立
太
子
き
れ
な
が
ら
も
、
神
亀
一
芯
年
、二
十
四
歳
に
な
る
ま
で
十
年
間
即
位
す
る
こ
と
を
阻
み
続
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
事
を
裏
付
け
る

か
の
よ
う
に
、
聖
武
即
位
の
二
年
前
、
養
老
五
年
の
元
明
崩
御
の
際
に
固
関
が
行
わ
れ
た
の
は
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
が
企
て
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
聖
武
の
位
置
は
、
非
常
に
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。

端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
藤
原
氏
所
生
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
六
世
紀
以
来
、
直
系
を
継
ぐ
べ
き
天
皇
の
条
件
は
皇
女
所
生
で
あ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

天
皇
の
皇
子
で
あ
ろ
う
と
、
王
公
諸
臣
の
擁
立
が
な
け
れ
ば
即
位
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
聖
武
は
、
歴
代
の
天
皇
が
皇
族

所
生
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
血
統
の
上
で
は
明
ら
か
に
劣
位
に
あ
り
直
系
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
。

さ
ら
に
、
外
祖
父
が
新
興
貴
族
の
藤
原

-5-

不
比
等
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

－
－
、
、
、

才
人
，
刀

そ
の
専
権
に
抑
圧
さ
れ
た
旧
来
豪
族
層
出
自
の
貴
族
か
ら
の
擁
立
は
容
易
に
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(9
) 

父
文
武
は
皇
妃
を
藤
原
宮
子
の
み
に
一
本
化
し
て
い
る
。

（
叩
）

こ
の
複
雑
な
聖
武
を
め
ぐ
る
皇
位
継
承
を
鮮
明
か
つ
画
期
的
に
説
か
れ
た
の
が
河
内
祥
輔
氏
で
あ
る
。
聖
武
は
自
ら
の
出
自
の
劣
等
的
立

場
を
、
女
帝
の
下
で
長
く
皇
太
子
の
位
置
に
と
ど
ま
る
と
い
う
消
極
的
な
方
法
で
克
服
し
、
即
位
し
た
。
だ
が
、
彼
は
そ
こ
か
ら
新
た
な
皇

位
継
承
の
理
念
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。
神
亀
四
年
、
聖
武
は
藤
原
光
明
子
と
の
聞
に
出
来
た
皇
子
に
対
し
、
生
後
三
月
余
り
で
立
太
子
き

せ
る
。
そ
の
後
、

天
平
十
年
、
光
明
子
所
生
の
安
倍
内
親
王
を
皇
太
子
に
立
て
る
。
こ
れ
ら
乳
児
の
皇
太
子
・
女
性
の
皇
太
子
は
そ
れ
ま
で

の
史
上
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
、
異
例
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
異
例
は
、
聖
武
の
新
た
な
皇
統
理
念
を
具
現
せ
し
め
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
と
同
じ
く
、
草
壁
皇
子
嫡
系
か
つ
藤
原
氏
所
生
の
皇
子
が
皇
位
継
承
権
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
光
明
子

(384) 



立
后
の
史
的
意
義
も
そ
こ
に
存
す
る
。

聖
武
は
、
新
た
な
皇
位
継
承
の
論
理
を
自
ら
体
現
し
、
前
代
と
は
異
な
る
即
位
の
あ
り
方
を
示
し
た
。
そ
れ
は
同
じ
皇
統
譜
の
上
に
位
置

を
占
め
な
が
ら
も
、
従
来
の
位
相
か
ら
は
飛
躍
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
私
に
捉
え
返
せ
ば
、
〈
画
期
と
し
て
の
聖
武
朝
〉
と
い
う
認
識

を
我
々
に
迫
る
の
で
は
な
い
か
。

。

養
老
七
年
五
月
の
吉
野
行
幸
の
意
義
は
、
聖
武
の
即
位
準
備
の
完
成
的
儀
礼
だ
が
、
あ
く
ま
で
天
武
に
始
ま
る
皇
統
譜
に
連
な
る
者
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
聖
武
の
即
位
は
新
た
な
皇
統
の
論
理
を
自
ら
体
現
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
劣
等

（
日
）

そ
こ
で
、
自
ら
と
同
じ
く
新
王
朝
を
切
り
開
い
た
天
武
天
皇
を
始
源
と
み
な
し
、
そ
の
発
祥
の

意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

地
、
吉
野
へ
と
自
ら
を
回
帰
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
始
源
の
状
態
「
神
代
」
に
立
ち
戻
り
、
自
ら
を
天
武
に
準
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

二
十
二
年
間
の
吉
野
行
幸
の
断
絶
を
打
ち
破
り
、

し
か
も
約
三
十
年
ぶ
り
に
王
権
讃
美
の
歌
が
奉
ら
れ
た
の
は
、

ま
さ
に
こ
こ
に
意
味
が

あ
っ
た
。
養
老
七
年
の
吉
野
行
幸
は
、
聖
武
自
ら
の
即
位
に
か
ら
み
つ
い
た
経
験
と
し
て
の
天
武
神
話
化
、
す
な
わ
ち
天
武
田
帰
な
の
で
あ

る
。
聖
武
の
誕
生
か
ら
即
位
に
至
る
ま
で
の
聞
に
、
『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
が
成
立
し
、
時
代
思
潮
と
し
て
の
天
武
神
話
化
が
存
し
た

（
ロ
）

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
聖
武
朝
に
い
か
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
巻
六
は
聖
武
即
位
の
予
祝
歌
を
そ
の
歴
史
の
始
発
点
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
続
く
巻
頭
歌
群
は
、
聖
武
を
頂
点
と

し
て
い
た
だ
く
行
幸
供
奉
歌
が
続
い
て
い
く
。
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活
道
岡
集
飲
歌

巻
頭
か
ら
収
載
歌
に
附
さ
れ
た
作
歌
年
時
は

一
O
四
二
・
一
O
四
三
番
の
天
平
十
六
年
正
月
十
一
日
の
活
道
丘
集
飲
歌
ま
で
連
続
す

る
。
こ
の
後
に
は
作
歌
年
時
を
附
き
れ
な
い
、
巻
六
に
と
っ
て
は
〈
無
時
間
〉

の
歌
が
続
く
。
す
な
わ
ち
、
巻
六
の
歴
史
は
こ
こ
で
断
絶
す

る

同
じ
月
の
十
一
日
に
、
活
道
の
岡
に
登
り

一
株
の
松
の
下
に
集
ひ
て
飲
む
歌
二
首

一
つ
松
幾
代
か
経
ぬ
る
吹
く
風
の
音
の
清
き
は
年
深
み
か
も

（
一O
四
二
）

右
の
一
首
、
市
原
王
の
作

た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
松
が
枝
を
結
ぶ
心
は
長
く
と
そ
思
ふ

（
一O
四
三
）

右
の
一
首
、
大
伴
宿
祢
家
持
が
作

活
道
の
岡
は
、
大
伴
家
持
の
安
積
皇
子
挽
歌
（
3
・
四
七
五
l

四
八
O
）
に
よ
り
安
積
皇
子
ゆ
か
り
の
地
と
う
た
わ
れ
、

ま
た
、
こ
の
前
に

は
皇
子
が
登
場
し
て
お
り
（
一
O
四
O
）
こ
れ
ら
を
含
む
一
O
三
七
l

一
O
四
三
番
の
歌
群
は
安
積
皇
子
関
係
の
家
持
の
資
料
を
基
と
し
た

と
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
宴
は
安
積
皇
子
を
中
心
と
し
た
正
月
の
宴
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

し
た
が
っ
て

た
だ
し
、
家
持
の
安
積
皇
子
挽
歌
は
同
年
二
月
三
日
お
よ
び
三
月
二
十
四
日
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
安
積
皇
子
は
、
こ
の
宴
の
正
に

一
月
後
の
天
平
十
六
年
間
正
月
十
一
日
に
難
波
宮
に
行
幸
に
出
発
し
た
一
群
か
ら
脚
気
の
た
め
に
離
脱
し
、そ
の
二
日
後
の
同
月
十
三
日
に

莞
去
し
て
い
る
。
こ
の
賀
宴
の
直
後
に
皇
子
は
急
逝
し
た
の
で
あ
る
。

一
O
四
三
の
家
持
歌
の
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら（

日
）

ず
」
、
命
は
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
表
現
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
時
、
皇
子
は
既
に
病
に
犯
き
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
。

そ
の
た
め
に
、

一7-(382) 



犯
さ
れ
て
い
な
い
に
せ
よ

こ
の
表
現
を
「
無
常
観
」
〔
『
全
註
釈
』
〕
や
「
個
の
寿
の
自
覚
」
に
よ
る
嘆
き
〔
『
全
注
』
六
〕
と
す
る
否
定
的

(381) 

意
見
も
あ
る
。

両
歌
の
表
現
の
詳
述
に
つ
い
て
紙
幅
の
都
合
上
省
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、

）
れ
ら
の
歌
に
は
安
積
皇
子
へ
の
健
康
へ
の
憂
慮
は
表
現
き
れ

て
い
な
い

と
私
は
見
る
。

（
日
）

市
原
王
作
歌
は
、
集
中
唯
一
の
松
風
と
い
う
漢
詩
文
の
題
材
を
扱
い
一
首
全
体
を
漢
詩
文
世
界
か
ら
発
想
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
「
幾
代

（
日
）
（
日
）

か
経
ぬ
る
」
と
い
う
万
葉
歌
に
お
い
て
対
象
を
神
の
位
相
で
称
え
る
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
葉
歌
と
し
て
安
定
性
を
与
え
、
皇
子

を
そ
の
レ
ベ
ル
で
讃
え
た
。

（
打
）

対
す
る
家
持
作
歌
で
あ
る
が
、
家
持
は
作
歌
活
動
当
初
の
天
平
五
年
か
ら
意
欲
的
に
漢
詩
文
世
界
を
摂
取
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

下

、ーー
下

、ーー

で
は
広
く
伝
承
さ
れ
た
習
俗
で
あ
る
ム
ス
ビ
の
呪
術
を
う
た
う
。
そ
れ
は
、
市
原
王
作
歌
が
漢
詩
文
か
ら
の
発
想
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
、

-8-

自
ら
は
そ
れ
を
ず
ら
し
、
〈
も
ど
き
〉
を
し
て
い
る
の
だ
と
私
は
解
す
る
。

問
題
の
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
」
と
同
類
の
表
現
は
、
集
中
に
四
例
存
在
す
る
（
日
・
二
三
七
四
、

二
四
六
七
、
ロ
・
二
九
三
五
、

初
・
四
四
O
八
）
が
、
ど
の
歌
に
も
健
康
へ
の
憂
慮
と
い
う
こ
と
は
表
徴
さ
れ
な
い
。
現
実
の
肉
体
し
か
持
た
な
い
人
間
は
命
を
支
配
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
、

と
一
一
一
口
う
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
命
｜
知
る
」

の
類
似
の
表
現
と
し
て
中
皇
命
作
歌
が
あ
る
。

君
が
代
も
我
が
代
も
知
る
や
岩
代
の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
ぴ
て
な

。

こ
こ
に
は
、
無
常
観
や
個
の
嘆
き
と
い
う
自
分
の
命
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
対
し
て
の
否
定
的
観
点
は
な
い
。
ま

し
て
や
、
健
康
へ
の
憂
慮
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
命
を
司
る
岩
代
の
地
に
対
し
て
の
全
幅
の
信
頼
が
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、

ム
ス
ビ
の
呪
術

は
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



家
持
作
歌
は
、
市
原
王
作
歌
が
漢
詩
文
に
典
拠
を
仰
い
だ
よ
う
、
こ
の
一
O
番
歌
の
表
現
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
は

な
い
か
。

一
O
番
歌
へ
の
典
拠
は
、
岩
代
の
地
で
同
じ
く
松
を
結
ぶ
行
為
を
う
た
う
有
間
皇
子
挽
歌
群
（2

・

一
四
一
1
一
四
五
）
を
媒
介

と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
」
と
は
、
自
分
た
ち
の
命
を
司
る
松
に
対
す
る
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
た
信
仰
的
発

想
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。
そ
の
松
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
積
皇
子
を
頂
点
と
い
た
だ
く
宴
の
参
集
者
の
命
の
長
久
を
願
っ
た
の
で
あ

る
そ
し
て
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
前
の
市
原
王
作
歌
を
受
容
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
宴
に
お
け
る
松
讃
め
の
賀
歌
と
い
う

内
容
的
一
致
だ
け
で
な
く
、
二
句
で
句
切
れ
て
、
第
四
句
の
下
で
小
休
止
を
置
く
と
い
う
息
づ
か
い
も
同
一
で
、
市
原
王
歌
が
漢
詩
文
世
界

か
ら
の
発
想
で
あ
る
な
ら
、
家
持
歌
は
伝
承
歌
的
発
想
法
を
採
る
と
い
う
、
和
漢
両
極
か
ら
の
ま
な
ざ
し
に
よ
る
対
発
想
の
松
の
賀
歌
世
界

1
1

宴
の
場
で
は
正
客
の
安
積
皇
子
へ
の
讃
歌
で
あ
る
ー
ー
が
こ
こ
で
は
構
築
さ
れ
て
る
。

。

安
積
皇
子
は
、
夫
人
県
犬
養
広
刀
自
所
生
の
聖
武
の
皇
子
で
、
し
か
も
当
時
生
存
し
て
い
る
唯
一
の
男
皇
子
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
死
は
事
実
上
の
草
壁
皇
子
直
系
の
皇
統
譜
の
断
絶
を
意
味
す
る
。
巻
六
の
歴
史
の
終
罵
は
、
聖
武
即
位
の
予
祝
に
開
始
せ
ら
れ
た
の
と

は
正
に
反
転
し
た
符
合
で
は
あ
る
が
、
皇
統
の
断
絶
と
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
六
の
歴
史
と
は
皇
統
の
連
続
に
よ
り
論
理
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

活
道
の
岡
集
飲
歌
は
、
安
積
皇
子
の
名
を
記
す
こ
と
な
く
｜
｜
そ
れ
は
皇
子
の
死
を
隠
蔽
す
る
こ
と
で
も
あ
る
｜
｜
、そ
の
生
の
長
久
を

祈
る
歌
が
配
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
続
く
歌
々
は
、
作
歌
年
時
を
記
す
こ
と
の
な
い
、
歴
史
化
き
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
無
時
間
の
宮
廷
歌

（
凶
）

群
で
あ
る
。
そ
の
無
時
間
は
、
皇
統
の
断
絶
に
よ
っ
て
も
た
ら
き
れ
た
も
の
で
あ
り
、
巻
六
の
歴
史
の
諮
晦
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、

『
続
日
本
紀
』
に
は
安
積
皇
子
の
名
は
自
身
の
莞
去
記
事
と
、そ
の
死
後
生
母
・
県
犬
養
広
万
自
の
莞
去
記
事
（
天
平
宝
字
六
年

十
月
十
四
日
条
）

の
中
に
し
か
見
え
ず
、
皇
子
の
生
前
の
事
績
は
何
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
安
積
、
は
聖
武
の
唯
一
の
男
子
と
し
て
十
七

歳
ま
で
生
存
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

そ
の
生
存
中
の
天
平
十
年
に
安
倍
内
親
王
が
、
女
性
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
ば
か
り
か
、

異
例
の
皇
太
子
に
立
つ
。
こ
れ
ら
は
既
述
し
た
聖
武
の
新
た
な
る
皇
統
継
嗣
理
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

天
皇
聖
武
か
ら
安
積
は

皇
位
継
承
権
か
ら
は
排
除
さ
れ
、
そ
の
生
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
。
史
書
に
そ
の
名
が
見
え
な
い
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
家
持
の
安
積
皇
子
挽
歌
に
は
皇
子
へ
の
全
幅
の
信
頼
が
う
た
わ
れ
、
安
積
皇
子
を
皇
位
を
嗣
ぐ
べ
き
も
の
と
目
し
て
発
想
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、

（
凹
）

天
平
十
七
年
八
月
、
聖
武
が
行
幸
先
の
難
波
宮
で
不
環
に
陥
っ
た
際
に
橘
奈
良
麻
呂
は
ク
ー
デ
タ
ー
を
計
画
し
た
。
奈
良
麻
呂
は

「
皇
嗣
立
つ
る
こ
と
無
し
」
と
し
て
、既
に
阿
倍
内
親
王
が
立
太
子
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
存
在
を
否
定
す
る
。
こ
の
発
言
の

裏
に
は
前
年
の
安
積
皇
子
の
死
が
揺
曳
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
長
屋
王
の
皇
子
で
あ
る
黄
文
王
を
皇
嗣
と
し
て
擁
立
す
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
藤
原
氏
所
生
の
草
壁
皇
子
嫡
系
の
皇
子
が
皇
位
継
承
権
を
持
つ
と
ヨ
一Y
ノ
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
聖

武
周
辺
だ
け
で
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
貴
族
層
の
中
に
は
、
内
親
王
の
立
太
子
を
認
め
て
い
な
い
者
も
い
て
、

ま
た
新
た
な
る
皇
嗣
ー
ー
ー

あ
く
ま
で
天
武
皇
統
の
者
で
あ
ろ
う
が
ー
ー
を
求
め
て
い
た
こ
と
。

つ
ま
り
、
皇
位
継
承
理
念
に
お
い
て
天
皇
と
貴
族
層
の
間
で
は
差
異
が

存
す
る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
巻
六
に
照
ら
せ
ば
、
聖
武
即
位
の
予
祝
で
始
ま
り
な
が
ら
も
、
そ
の
皇
統
理
念
に
合
致
し
な
い
者
で
歴
史
が
閉
じ
ら
れ
る
。

り
、
皇
位
継
承
に
関
し
て
の
歴
史
観
の
相
違
が
こ
こ
に
は
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
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四

授
刀
寮
散
禁
歌

巻
六
の
連
続
す
る
か
に
見
え
る
歴
史
に
も
一
つ
の
断
層
が
あ
る
。
巻
頭
歌
群
と
巻
末
歌
群
の
首
尾
呼
応
す
る
構
成
か
ら
見
て
、
巻
頭
歌
群

上
、
「
授
刀
寮
散
禁
歌
」
と
呼
ぶ
。

の
次
に
配
置
さ
れ
た
九
四
八
・
九
四
九
番
歌
は
あ
る
歴
史
の
断
絶
を
腔
胎
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
九
四
八
・
九
四
九
番
歌
を
、
便
宜

四
年
丁
卯
の
春
正
月
、
諸
の
王
・
諸
の
臣
子
等
に
勅
し
て
、
授
万
寮
に
散
禁
せ
し
む
る
時
に
作
る
歌
一
首

ま
葛
延
ふ

春
日
の
山
は

鴬
鳴
き
ぬ

う
ち
磨
く

春
き
り
行
く
と
山
か
ひ
に

霞
た
な
び
き

高
円
に

伴
の
男
は

雁
が
音
の

友
並
め
て

遊
ば
む
も
の
を

来
継
ぐ
こ
の
頃

常
に
あ
り
せ
ば

か
く
継
ぎ
て

里
を

待
ち
か
て
に

日
は
ま
く
も

ゆ
ゆ
し
く
あ
ら
む
と

我
が
せ
し
春
を

あ
や
に
畏
く

か
け
ま
く
も

て
知
り
せ
ば

千
鳥
鳴
く

そ
の
佐
保
川
に

岩
に
生
ふ
る

菅
の
根
採
り
て

し
の
ふ
草

厳
へ
て
ま
し
を

て
ま
し
を

大
君
の

も
も
し
き
の

命
畏
み

道
に
も
出
で
ず

玉
梓
の

大
宮
人
の

恋
ふ
る
こ
の
頃

反
歌
一
首

梅
柳
過
ぐ
ら
く
惜
し
み
佐
保
の
内
に
遊
び
し
こ
と
を
宮
も
と
ど
ろ
に

井
せ
て
短
歌

も
の
の
ふ
の

馬
並
め
て

行
か
ま
し

あ
ら
か
じ
め

一
げ
く
水
こ

1

;
l 

み
そ
ぎ

（
九
四
八
）

右
、
神
亀
四
年
正
月
に
、
数
の
王
子
と
諸
の
臣
子
等
と
、
春
日
野
に
集
ひ
て
打
越
の
楽
を
な
す
。
そ
の
日
忽
ち
に
天
陰
り
雨
ふ

（
九
四
九
）

に
出
づ
る
こ
と
得
ざ
ら
し
む
。
こ
こ
に
侶
憤
み
し
、
即
ち
こ
の
歌
を
作
る
。
［
作
者
未
詳
な
り
。
］

り
雷
電
す
。
こ
の
時
に
、
宮
の
中
に
侍
従
と
侍
衛
と
な
し
。
勅
し
て
刑
罰
に
行
ひ
、
皆
授
刀
寮
に
散
禁
せ
し
め
、
妄
り
て
道
路

左
注
に
は
、
神
亀
四
年
正
月
に
、
宮
中
の
侍
従
・
侍
衛
の
任
に
あ
る
べ
き
諸
王
諸
臣
の
子
ら
は
、
春
日
野
で
打
留
を
し
て
い
た
た
め
に
授 八

十
か
ね
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刀
寮
に
散
禁
さ
れ
、
そ
の
他
慣
の
た
め
に
こ
の
歌
は
作
ら
れ
た
と
い
う
作
歌
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
話
者
と
し
て
諸
王
・
諸
臣

（
却
）

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

の
子
供
の
中
の
侍
従
・
侍
衛
の
任
に
当
た
る
者
が
設
定
さ
れ
て
い
る
、

か
え
っ
て
奇
妙
な
明
る
さ
が
、
特
に
反
歌
に
は
、
あ
る
。
罪

（
幻
）

を
犯
し
た
意
識
が
歌
に
は
全
く
表
徴
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
多
く
の
矛
盾
を
こ
の
歌
は
抱
え
て
い
る
。

し
か
し
、
本
歌
の
表
現
に
は
散
禁
せ
ら
れ
た
重
苦
し
き
ゃ
切
迫
感
は
な
く
、

ま
ず
、
歌
の
中
の
地
名
。
左
注
で
は
春
日
野
で
打
越
に
興
じ
て
い
た
と
あ
り
、
長
歌
の
表
現
は
そ
れ
と
合
致
す
る
か
に
見
え
る
が
、
反
歌

で
は
「
佐
保
の
内
に
遊
び
し
こ
と
を
」
と
あ
る
。
春
日
野
は
春
日
山
の
西
の
麓
の
一
帯
の
地
を
指
し
、
現
在
の
奈
良
市
東
方
に
当
た
る
。
他

方
、
佐
保
は
奈
良
市
市
街
地
の
西
北
郊
外
に
位
置
し
、

両
者
に
は
約
三
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
隔
た
り
が
あ
り
、

明
ら
か
に
場
所
が
違
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
佐
保
の
内
に
遊
び
し
」の
動
作
主
体
が
授
刀
寮
に
散
禁
せ
ら
れ
た
者
だ
と
す
る
と
、
反
歌
が
長
歌
・
左
注
か
ら
浮
き
独
立

す
る
よ
う
な
感
が
あ
る
。
ま
た
、
長
歌
の
「
常
に
あ
り
せ
ば

行
か
ま
し
里
を

待
ち
か
て
に

友
並
め
て

遊
ば
む
も
の
を

馬
並
め
て

我
が
せ
し
春
を
」
は
、
遊
ぶ
姿
を
夢
想
し
心
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
遊
び
が
未
然
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。
左
注
で
は
、
宮
中
に
い
る
べ
き
時
に
春
日
野
で
打
越
の
遊
び
を
し
た
た
め
に
散
禁
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
る
が
、
長
歌
に
は
遊

ぴ
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
な
い
。
し
か
し
、
反
歌
で
は
「
佐
保
の
内
に
遊
び
し
こ
と
を
」
と
場
所
の
祖
師
は
と
も
か
く
遊
ん
だ
こ
と

が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、

は
た
し
て
歌
の
内
容
は
左
注
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
歌
、

反
歌
、
左
注
の
ど
れ
も
が
そ
れ

ぞ
れ
相
容
れ
な
い
感
が
あ
る
。

そ
れ
で
は

こ
れ
ら
が
何
故
一
群
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
。
広
く
本
歌
は
宮
廷
貴
族
た
ち
の
私
的
な
遊
宴
と
し
て
の

春
の
野
遊
び
と
い
う
基
盤
に
よ
っ
て
立
つ
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
な
儀
礼
性
ま
た
は
日
常
的
な
恋
愛
の
具
と
し
て
歌
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、

（
泣
）

強
く
漢
詩
文
の
影
響
下
に
成
っ
た
男
性
同
士
の
交
友
の
具
と
し
て
用
い
る
「
文
人
歌
」
あ
る
い
は
「
交
友
歌
」
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、

文
人
歌
と
は
、
神
亀
五
年
以
降
大
伴
旅
人
を
中
心
と
し
て
太
宰
府
歌
壇
で
生
成
さ
れ
、
後
期
万
葉
、
家
持
を
中
心
と
し
て
展
開
き

そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
こ
の
歌
は
発
生
し
た
空
間
と
し
て
隔
た
り
が
あ
り
、
時
間
的
に
も
早
い
。

」
の
歌
で
集
中
初
出
の
表
現
が
い
く
つ
も
認
め
ら
れ
る
。

本
長
歌
の
「
友
並
め
て
」
は
集
中
孤
例
の
特
異
な
表
現
で
あ
る
が
、
続
く
「
馬
並
め
て
」
風
光
明
娼
な
地
へ
友
と
連
れ
立
っ
て
い
く
と
い

フ
表
現
は
多
い
。
類
例
も
含
め
れ
ば

馬
並
め
て
高
の
山
辺
を
白
た
へ
に
に
は
は
し
た
る
は
梅
の
花
か
も

叩
・
二
一
O

10 

一
八
五
九

秋
風
は
涼
し
く
な
り
ぬ
馬
並
め
て
い
ぎ
野
に
行
か
な
萩
の
花
見
に

も
の
の
ふ
の

八
十
伴
の
男
の

馬
並
め
て
い
ざ
打
ち
行
か
な
渋
絡
の
清
き
磁
廻
に
寄
す
る
波
見
に

白
波
の

崎
た
廻
り
・
・
・
・
・
・

口
・
三
九
五
四

大
伴
家
持
）

思
ふ
ど
ち

馬
並
め
て

う
ち
く
ち
ぷ
り
の

荒
議
に
寄
す
る

心
遣
ら
む
と

渋
絡
の

ロ
・
三
九
九

家
持
）

〔
類
例
〕
藤
波
は

咲
き
て
散
り
に
き

石
瀬
野
に
秋
萩
し
の
ぎ
馬
並
め
て
初
鷹
猟
だ
に
せ
ず
や
別
れ
む

あ
し
ひ
き
の

J
d
 

う
ち
磨
く

心
も
し
の
に

l工
：
・
晴
路
霜
一
の
秋
に
至
れ
ば

思
ふ
ど
ち

ま
す
ら
を
の
こ
の

ま
擢
掛
け

い
漕
ぎ
廻
れ
ば

日
・
四
二
四
九

家
持
）

卯
の
花
は

今
ぞ
盛
り
と

山
に
も
野
に
も

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
き
し
響
め

そ
こ
を
し
も

う
ら
恋
し
み
と

思
ふ
ど
ち

携
は
り

出
で
立
ち
見
れ

馬
打
ち
群
れ
て

ロ
・
三
九
九

大
伴
池
主
）

野
も
多
に

友
誘
ひ
て

家
持
）

烏
す
だ
け
り
と

大
夫
の

ロ
・
四
O

木
の
暗
の

小
舟
つ
ら
並
め

心
遣
ら
む
と

布
勢
の
海
に

繁
き
思
ひ
を

見
明
ら
め

子
布
の
浦
に

四
・
四
一
八
七

家
持
）

13 (376) 



以
上
で
あ
る
が
、
す
べ
て
後
期
万
葉
の
歌
に
属
す
る
。
元
来
、
「
馬
並
め
て
」
と
い
う
表
現
は
狩
猟
す
る
王
者
に
従
駕
す
る
さ
ま
を
叙
述
す

（
幻
）

る
も
の
で
、
行
幸
供
奉
歌
に
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
後
期
万
葉
で
は
そ
の
意
味
が
変
質
し
、
友
と
連
れ
立
つ
と
い
う
意
味
し
か
表
出

ー
し
介
ヂ
／
＼
介
t
h
v。

こ
こ
か
ら
巻
十
収
載
歌
も
ー
ー
ま
た
景
物
か
ら
も
｜
｜
、
第
三
期
以
降
の
歌
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
の
使
用

者
を
見
れ
ば
す
べ
て
家
持
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
類
例
の
巻
口
・
三
九
九
三
番
歌
は
大
伴
池
主
作
歌
で
あ
る
が
家
持
作
歌
に

和
し
た
こ
と
が
そ
の
題
詞
・
左
注
に
一
不
さ
れ
て
い
る
の
で
、
交
友
歌
と
し
て
の
「
馬
並
め
て
」
は
家
持
圏
の
歌
こ
と
ば
だ
と
認
定
し
て
よ
か

ろ
、
フ
。
そ
の
最
初
の
巻
口
・
三
九
五
四
番
歌
は
天
平
十
八
年
八
月
七
日
作
で
あ
る
か
ら
、
授
万
寮
散
禁
歌
は
そ
の
十
九
年
も
前
の
初
出
例
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

反
歌
に
お
け
る
「
梅
柳
」

(M
) 

の
語
は
漢
詩
文
の
影
響
下
に
成
っ
た
歌
こ
と
ば
で
あ
る
。
以
外
に
は
二
例
検
出
さ
れ
る
。

遊
ぶ
内
の
楽
し
き
庭
に
梅
柳
折
り
か
ざ
し
て
ば
思
ひ
な
み
か
も

口
・
三
九
O
五

右
、
十
二
年
十
二
月
九
日
に
、
大
伴
宿
祢
書
持
作
る
。
（
追
和
大
宰
之
時
梅
花
新
歌
）

君
が
行
き
も
し
久
に
あ
ら
ば
梅
柳
誰
れ
と
と
も
に
か
我
が
か
づ
ら
か
む

四
・
四
二
三
八

右
、
判
官
久
米
朝
臣
広
縄
、

正
税
帳
を
以
て
、
京
師
に
入
る
べ
し
。
仇
り
て
守
大
伴
宿
祢
家
持
こ
の
歌
を
作
る
。

た
だ
し
、
越

中
の
風
土
に
、
梅
花
柳
繁
三
月
に
し
て
初
め
て
咲
く
の
み
。
（
題
詞
に
は
天
平
勝
宝
三
年
〔
七
五
二
二
月
二
日
作
歌
）

し
か
し

両
歌
と
も
実
景
で
は
な
い
こ
と
が
左
注
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
梅
柳
」
の
語
は
自
ら
の
漢
詩
文
の
知
識
に
基
づ
き
観

念
の
中
で
「
梅
柳
」
を
幻
視
し
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
創
造
さ
れ
た
、
表
現
の
上
で
の
獲
得
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
語
も
本
歌
が
初
出
例

で
あ
る
。

そ
し
て
、
長
歌
の
「
雁
が
ね
の
来
継
ぐ
こ
の
頃
」
は
、
季
節
が
春
で
あ
る
か
ら
日
本
で
の
越
冬
を
終
え
た
帰
雁
を
表
徴
す
る
。
集
中
で
帰

(375) -14 



雁
を
歌
で
詠
ん
だ
の
は

帰
雁
を
見
る
歌
二
首

燕
来
る
時
に
な
り
ぬ
と
雁
が
ね
は
国
偲
ひ
つ
つ
雲
隠
り
鳴
く

四
・
四
一
四
四

春
ま
け
て
か
く
帰
る
と
も
秋
風
に
も
み
た
む
山
を
越
え
来
ぎ
ら
め
や

［
一
云
、
春
き
れ
ば
帰
る
こ
の
雁
］

日
・
四
一
四
五

と
い
う
天
平
勝
宝
二
年
三
月
二
日
の
家
持
作
歌
し
か
な
い
。
ま
た
、
家
持
は
帰
雁
を
天
平
十
九
年
三
月
五
日
付
の
七
言
詩
に
作
っ
て
い
る
。

他
に
は
、
巻
五
の
天
平
二
年
正
月
十
三
日
の
梅
花
宴
の
序
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
帰
雁
の
題
材
に
お
い
て
、
授
万
寮
散
禁
歌
は
、
家
持
作

歌
よ
り
も
詩
よ
り
も
遥
か
に
早
く
に
位
置
す
る
。

端
的
に
言
お
う
。
こ
の
授
刀
寮
散
禁
歌
は
、
大
伴
家
持
に
よ
る
後
代
か
ら
の
創
作
だ
と
私
は
推
定
す
る
。
長
歌
・
反
歌
・
左
注
そ
れ
ぞ
れ

が
合
致
せ
ぬ
点
、
謹
慎
せ
ら
れ
た
者
の
緊
迫
感
の
な
さ
、
早
す
ぎ
る
文
人
歌
な
ど
こ
の
歌
の
抱
え
る
い
く
つ
も
の
矛
盾
を
無
理
な
く
理
解
す

る
に
は

こ
う
解
す
る
の
が
妥
当
と
私
は
考
え
る
。

さ
ら
な
る
補
足
事
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
大
夫
」
と
い
う
語
の
三
人
称
的
用
法
（
口
・
三

九
七
三
、

初
・
四
三
九
八
）
、
春
日
の
地
と
霞
と
の
関
連
（
3
・
四O
七
、

8
・
一
九
三
七
、

一
九
三
八
。
他
に
作
者
未
詳
歌
が
七

4

・
七
三
五
、

首
）
は
家
持
周
辺
の
者
し
か
詠
ん
で
い
な
い
。

ゆ
ゆ
し
く
あ
ら
む
と
」
は
、
家

そ
し
て
、
「
か
け
ま
く
も

あ
や
に
畏
く

一
口
は
ま
く
も

持
の
安
積
皇
子
挽
歌
で
見
ら
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
事
件
の
当
事
者
に
あ
ら
ざ
る
者
が
、
無
理
に
歌
を
作
ろ
う
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
ほ
こ
ろ

び
が
こ
の
歌
の
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
に
露
呈
し
て
い
る
と
考
え
る
。

き
て
、
最
後
に
題
詞
と
左
注
の
関
係
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

〔
左
注
〕
右
、
神
亀
四
年
正
月
、
数
王
子
及
諸
臣
子
等
、
集
於
春
日
野
而
作
打
越
之
楽
。
其
日
忽
天
陰
雨
雷
電
。
此
時
、
宮
中
無
侍
従
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及
侍
衛
。
勅
行
刑
罰
、
皆
散
禁
於
授
万
寮
、
市
妄
不
得
出
道
路
。
子
時
惜
慣
、
即
作
斯
歌
。
［
作
者
未
詳
］

傍
線
を
付
し
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
題
詞
は
ほ
ぼ
左
注
に
含
ま
れ
て
い
る
。
巻
六
に
は
作
歌
事
情
を
記
し
た
左
注
が
九
六

二
、
九
七
八
、

一
O

一
六
と
あ
る
が

こ
の
よ
う
に
題
詞
と
左
注
が
照
応
す
る
こ
と
が
多
く
含
ま
れ
る
関
係
に
あ

一
O
O
四
、

一
O
O
九
、

る
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
本
歌
の
題
詞
に
お
け
る
「
於
」
字
は
家
持
に
特
徴
的
な
用
字
で
、
左
注
を
元
と
し
て
家
持
が
書
き
換
え
た
の
だ
と

（
お
）

推
測
さ
れ
て
い
る
。

な
ら
ば
、

な
ぜ
家
持
は
神
亀
四
年
・
授
万
寮
散
禁
を
核
と
し
て
歌
を
作
り
、
巻
六
の
中
に
定
位
せ
し
め
た
の
か
。

。

「
日
本
霊
異
記
』
上
三
十
二
縁
に
は
、
同
じ
く
神
亀
四
年
、
授
万
寮
に
禁
き
れ
た
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

神
亀
の
四
年
の
歳
の
丁
卯
に
次
れ
る
九
月
の
中
ご
ろ
に
、
聖
武
天
皇
、
群
臣
と
添
上
郡
の
山
村
の
山
に
み
猟
し
た
ま
ひ
き
。
鹿
有
り
て

細
見
の
里
の
百
姓
の
家
の
中
に
走
り
入
り
き
。
家
人
覚
ら
ず
し
て
殺
し
て
噸
ひ
つ
。
後
に
、

天
皇
聞
し
め
し
て
、
使
を
遣
は
し
て
其
の

人
等
を
捕
へ
し
め
た
ま
ふ
。
時
に
男
女
十
余
人
、
皆
其
の
難
に
遭
ひ
ぬ
。
身
単
ヒ
心
細
一
回
り
、
想
侍
む
所
無
し
。
但
し
謂
へ
ら
く
、

宝
の
神
力
に
非
ず
よ
り
は
、
執
か
肯
テ
其
の
重
き
憂
へ
を
抜
け
た
ま
は
む
」
と
お
も
へ
り
。
流
聞
く
な
ら
く
、
大
安
寺
の
丈
六
は
能
く

人
の
願
に
随
ひ
た
ま
ふ
と
き
く
。
仇
り
て
便
ち
人
を
し
て
寺
に
詣
で
て
、

諦
経
せ
し
め
き
。
又
、
請
ひ
て
日
さ
く
、
「
我
等
、
官
に
参

ゐ
向
は
む
と
き
に
は
、
寺
の
南
の
門
を
聞
き
て
、
親
に
拝
み
ま
う
す
こ
と
得
し
め
よ
。
更
に
請
は
く
は
、
我
等
、
闘
ニ
詣
で
む
聞
に
及

ぴ
て
、
鐘
の
声
を
従
は
し
め
よ
と
欲
ふ
」
と
ま
う
す
。
衆
僧
、
願
に
随
ひ
て
鐘
を
鳴
ら
し
、
経
を
転
じ
、
門
を
聞
き
て
拝
み
奉
る
こ
と

得
し
む
。
既
に
し
て
使
に
従
ひ
て
参
ゐ
向
ひ
ぬ
。
授
万
寮
に
禁
む
。
即
ち
皇
子
の
誕
生
れ
マ
セ
る
に
依
り
て
、
時
に
朝
庭
に
大
き
に
賀

き
、
天
の
下
に
大
赦
し
て
、

刑
罰
を
加
へ
ず
。
反
り
て
官
禄
を
衆
人
に
賜
ひ
、
歓
喜
比
五
か
り
き
。
誠
に
知
る
、
丈
六
の
威
光
。
諦
経

(373) 16-
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の
功
徳
な
り
け
り
と
い
ふ
こ
と
を
。

な
る
。

天
皇
に
罰
せ
ら
れ
授
万
寮
に
禁
さ
れ
た
者
が
、
皇
子
誕
生
の
た
め
に
許
さ
れ
た
説
話
と

（
出
）

そ
し
て
授
万
寮
と
は
、
皇
位
継
承
に
関
わ
る
、
皇
太
子
を
守
る
た
め
の
天
皇
の
私
的
軍
隊
で
あ
っ
た
。
本
説
話
に
立
ち
返
れ
ば
、
他

『
日
本
霊
異
記
』
の
主
題
で
あ
る
仏
徳
を
除
け
ば
、

な
ら
ぬ
授
刀
寮
に
禁
き
れ
る
必
然
性
は
、
白
王
子
誕
生
を
語
る
た
め
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
以
外
に
な
い
。

そ
し
て
、

私
は
こ
こ
に
当
該
の
考
察
対
象
と
し
て
き
だ
授
刀
寮
散
禁
歌
と
の
構
造
的
連
関
を
見
る
。
季
節
の
設
定
が
初
春
の
正
月
と
晩
秋

の
九
月
、
行
為
者
が
貴
族
と
民
衆
、

そ
の
行
為
が
実
行
と
阻
害
と
い
う
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
り
な
が
ら
も
、
両
者
が
禁
さ
れ
た
原
因
は

〈
遊
び
〉

そ
れ
は
同
心
円
の
放
出
す
る
文
学
を
形
成
す
る
磁
力
の
対
局
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

考
え
る
。
皇
子
誕
生
と
い
う
王
権
の
力
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
の
生
理
に
か
な
っ
た
形
と
し
て
表
出
さ
れ
た
も
の
が
、
『
万
葉

集
」
巻
六
の
授
刀
寮
散
禁
歌
と
『
霊
異
記
』
上
二
八
縁
説
話
で
あ
っ
た
。。

授
万
寮
散
禁
歌
を
発
生
せ
し
め
た
皇
子
「
某
王
」
は
、
夫
人
安
宿
媛
（
藤
原
光
明
子
）

か
ら
神
亀
四
年
閏
九
月
二
十
九
日
に
誕
生
し
、
同

年
十
一
月
二
日
、
生
後
三
ヶ
月
な
が
ら
立
太
子
さ
れ
る
。
こ
の
異
例
の
乳
児
の
立
太
子
に
は
、
先
ほ
ど
の
安
積
皇
子
が
深
く
関
わ
っ
て

（
却
）

／
＼
ヴh
v。

翌
神
亀
五
年
に
、
聖
武
の
も
う
一
人
の
夫
人
で
あ
る
県
犬
養
広
刀
白
か
ら
安
積
皇
子
が
誕
生
し
た
。

つ
ま
り
、
某
王
の
立
太
子
さ
れ
た
十

一
月
に
は
県
犬
養
広
万
白
が
懐
妊
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
広
万
自
の
地
位
は
安
宿
媛
と
同
じ
く
夫
人
で
あ
る
。
両
者
の
所
生

す
る
親
王
は
律
令
で
規
定
さ
れ
る
限
り
で
は
等
価
で
あ
り
、

ど
ち
ら
も
皇
位
継
承
の
資
格
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
亀
四
年
に
某
王
を

立
太
子
し
た
こ
と
は
、
広
万
自
の
産
む
か
も
し
れ
な
い
皇
子
の
皇
位
継
承
権
を
剥
奪
す
る
と
と
も
に
、
聖
武
自
身
藤
原
氏
所
生
で
あ
り
な
が
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ら
天
皇
と
な
っ
た
よ
う
、

こ
れ
か
ら
の
皇
位
継
承
は
藤
原
氏
所
生
で
あ
る
と
い
う
新
た
な
皇
統
理
念
の
言
挙
げ
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
聖
武
の
皇
統
理
念
を
背
負
っ
た
皇
子
は
、
名
す
ら
史
書
に
語
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
生
後
一
年
に
満
た
な
い
神
亀
五
年
九
月
十
九

日
に
天
折
す
る
。

。

巻
六
は
〈
雑
歌
集
〉
で
あ
る
か
ら
、

死
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
主
題
は
歴
史
で
あ
り
、
皇
位
継
承
に
よ
り
論
理
化
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
授
万
寮
散
禁
歌
群
は
、
神
亀
四
年
と
い
う
歴
史
的
定
点
と
授
万
寮
と
い
う
属
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
武
朝
を

継
ぐ
べ
き
某
王
の
誕
生
を
腔
胎
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
皇
子
の
あ
ま
り
に
惨
い
死
に
よ
り
、
そ
の
表
出
の
ベ
ク
ト
ル
は
対
蹴
的
に

ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
皇
子
の
死
に
よ
り
、

そ
の
論
理
化
き
れ
た
歴
史
は
断
絶
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
れ
を
そ

の
ま
ま
定
点
と
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、

死
が
隠
蔽
さ
れ
そ
の
生
を
予
感
さ
せ
る
時
点
で
歴
史
が
断
ち
切
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

（
却
）

後
の
歴
史
が
、
安
積
皇
子
の
生
を
言
祝
ぐ
歌
で
断
絶
さ
れ
る
の
と
ち
ょ
う
ど
符
合
す
る
構
造
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
安
積
皇
子
の
例
か
ら
推
し
て
、
家
持
は
某
玉
の
歴
史
的
位
置
を
正
確
に
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
聖
武
の
天
折
し
た
皇
子
と
い
う

程
の
認
識
し
か
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

五

む
す
び

『
万
葉
集
』
巻
第
六
は
、
聖
武
朝
に
お
け
る
皇
統
譜
を
主
旋
律
と
し
て
構
造
化
さ
れ
た
雑
歌
集
で
あ
る
。

巻
六
が
体
現
す
る
主
題
は
歴
史
で
あ
る
。

そ
れ
は
聖
武
天
皇
の
即
位
予
祝
を
う
た
う
養
老
七
年
五
月
の
吉
野
行
幸
歌
に
始
ま
り
、そ
の
一

月
後
に
天
折
す
る
聖
武
の
皇
子
の
安
積
親
王
を
中
心
と
し
た
天
平
十
六
年
正
月
の
活
道
岡
の
歌
ま
で
連
続
す
る
。だ
が
、
そ
れ
以
降
の
歌
に
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は
作
歌
年
時
が
付
き
れ
な
い
。
つ
ま
り

そ
れ
以
降
の
時
間
は
歴
史
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
巻
頭
の
行
幸
供
奉
歌
群
は
歴
史
的
諮
晦
で
あ
る
巻
末
歌
群
と
同
じ
構
成
で
あ
り
、
巻
六
は
首
尾
呼
応
し
た
体
裁
を
有
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
巻
六
の
連
続
す
る
か
に
見
え
る
歴
史
に
も
一
つ
の
断
絶
が
あ
り
、

そ
こ
に
も
聖
武
の
皇
子
（
某
王
）
の
死
が
潜
在
す
る
。
よ

っ
て
、
聖
武
の
即
位
予
祝
に
よ
り
始
ま
っ
た
巻
六
の
歴
史
は
、
そ
の
継
承
者
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
歴
史
が
閉
じ
ら
れ
、

即
位
す
る

者
が
い
な
い
と
い
う
事
実
を
隠
蔽
し
、

天
平
十
六
年
以
降
の
時
間
を
否
定
す
る
。

つ
ま
り
、
巻
六
に
刻
み
込
ま
れ
た
歴
史
と
は
、
聖
武
朝
の

実
体
的
な
歴
史
や
「
治
世
を
記
念
す
る
」
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
皇
位
継
承
が
い
か
に
果
た
さ
れ
る
か
と
い
う
皇
統
譜
を
中
心
と
し
た
歴
史

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
藤
原
氏
所
生
の
草
壁
皇
子
嫡
系
と
い
う
聖
武
朝
の
皇
統
継
嗣
理
念
に
お
い
て
安
積
親
王
は
そ
の
位
置
を
排
除
さ
れ
て
き
た
。
そ

し
て
、
某
王
の
死
を
潜
在
化
さ
せ
る
歌
は
そ
の
生
を
知
ら
ぬ
大
伴
家
持
に
よ
る
後
代
か
ら
の
創
作
の
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
巻
六
の
歴

史
は
錯
綜
し
て
お
り
、
個
々
の
宮
廷
歌
を
集
成
し
そ
れ
ら
を
一
つ
の
統
一
体
と
成
り
立
た
し
め
た
者
に
大
伴
家
持
が
擬
せ
ら
れ
て
く
る
。

巻
六
の
歴
史
を
断
絶
さ
せ
た
授
刀
寮
散
禁
歌
の
作
成
｜
｜
そ
れ
は
巻
六
の
編
纂
を
も
意
味
す
る
ー
ー
が
何
時
な
さ
れ
た
の
か
は
類
推
す
る

よ
り
他
は
な
い
が
、
た
だ
、
何
時
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
観
点
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
だ
け
は
、

示
唆
が
巻
六
内
部
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

一
O
三
七
番
の
家
持
の
手
に
な
る
久
遁
京
讃
歌
が
詠
ま
れ
た
天
平
十
五
年
八
月
十
六
日
に
は
、
聖
武
天
皇
は
紫
香
楽
宮
へ
行
幸
し
そ
こ
に

滞
在
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
誰
に
対
す
る
讃
歌
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を

（
初
）

い
ち
早
く
指
摘
し
た
の
は
小
野
寛
氏
で
あ
り
、
安
積
親
王
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と
見
た
。
従
う
べ
き
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で

つ
ま
り
、

天
皇
不
在
の
皇
都
讃
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

は
、
そ
の
前
歌
群
で
あ
る
聖
武
と
と
も
に
作
歌
を
な
し
た
意
味
が
い
か
に
変
説
し
た
の
か
。

さ
ら
に
こ
こ
に
は
二
年
の
歴
史
の
空
白
が
あ

る
。
そ
し
て
、
巻
六
内
部
で

こ
の
変
化
は
い
か
な
る
意
味
を
も
た
ら
し
た
の
か
。

こ
こ
に
は
巻
六
の
成
立
論
、
編
纂
論
へ
向
け
て
の
重
要
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（
訂
）

な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る

(369) 

、
王

(1 

横
山
英
氏
「
万
葉
集
巻
三
、
四
、
六
、
八
の
関
係
」
「
万
葉
私
考
』
、
さ
る
び
あ
出
版
、
一
九
六
六
・
一
O

（
初
出
｜
一
九
三
二
・
一
O
）
、

小
野
寛
氏
「
万
葉
集
巻
八
と
巻
三
・
四
・
六
ー
ー
そ
の
共
通
作
者
と
重
出
歌
i

｜
」
『
国
語
と
国
文
学
』
、
一
九
六
九
・
一
O
。
巻
六
の
性

格
を
め
っ
ぐ
て
は
「
奈
良
朝
歌
巻
」
（
伊
藤
博
氏
「
奈
良
朝
宮
廷
歌
巻
｜
｜
巻
六
の
論
｜
｜
」
「
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
上
、
塙
書
房
一

九
七
四
・
九
）
、
「
聖
武
天
皇
治
世
を
記
念
し
よ
う
と
し
て
編
ま
れ
た
雑
歌
集
」
（
吉
井
巌
氏
「
万
葉
集
巻
第
六
概
説
」
「
全
注
』
六
、
有
斐

閣
、
一
九
八
四
・
九
）
な
ど
の
規
程
が
あ
る
が
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
な
お
、
巻
六
の
詳
細
な
る
研
究
史
の
整
理
に
、
虞
岡
義
隆
氏

「
「
寓
葉
集
』
巻
第
六
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
万
葉
集
研
究
』
第
二
十
三
集
、
塙
書
房
、
一
九
九
九
・
一
一
）
が
あ
る
。

あ
く
ま
で
書
物
と
し
て
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
中
最
多
の
二
O
首
が
一
つ
の
題
詞
に
支
配
さ
れ
る
九
七
六
i

九
九
五
番
の
天
平
五

年
の
歌
々
は
、
そ
の
大
部
分
が
「
月
歌
」
と
い
う
問
題
を
持
ち
、
類
来
的
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
（
九
八O
j
九
八
七
。
九
九
三
・
九
九
四

の
大
伴
坂
上
郎
女
・
家
持
の
「
初
月
歌
」
も
同
じ
範
時
に
属
す
る
も
の
と
見
な
す
）
。
そ
れ
ら
が
全
て
同
じ
時
間
・
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
と

は
到
底
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
だ
が
、
天
平
五
年
と
い
う
固
有
の
時
間
が
そ
れ
ら
の
歌
々
に
与
え
ら
れ
、
巻
六
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
巻
六
全
体
の
中
で
二
十
二
年
間
の
歴
史
の
一
端
を
支
え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る

と
私
は
考
え
る
。

吉
井
巌
氏
「
万
葉
集
巻
六
に
つ
い
て
ー
ー
ー
題
詞
を
中
心
と
し
た
考
察
｜
｜
」
『
万
葉
集
へ
の
視
角
』
、
和
泉
書
院
、
一
九
九0
・
一
O

（
初
出

｜
一
九
八
一
・
一
一
）
。

古
屋
彰
氏
「
田
辺
福
麻
呂
と
五
つ
の
歌
群
」
『
万
葉
町
一
九
六
二
・
一
O
。
原
田
貞
義
氏
「
万
葉
集
の
私
家
集
（
一
）
」
『
国
語
国
文
研
究
』

一
九
六
八
・
六
。
た
だ
し
、
一
O
四
四
1

一
O
四
六
番
歌
は
作
者
未
詳
歌
。
成
立
時
に
福
麻
呂
歌
集
歌
と
統
括
き
れ
た
か
。

以
上
の
巻
六
の
構
成
か
ら
、
本
稿
で
は
、
九
O
七
i

九
四
七
番
歌
を
巻
頭
歌
群
、
一
O
四
四
j

一
O
六
七
番
歌
を
巻
末
歌
群
と
規
定
す
る
。

清
水
克
彦
氏
「
養
老
の
吉
野
讃
歌
」
（
『
万
葉
論
集
』
第
二
、
桜
楓
社
、
一
九
八0
・
五
。
初
出
一
九
七
四
・
一
二
、
小
野
寛
氏
「
万
葉

集
従
駕
歌
の
一
つ
の
問
題
ー
ー
ー
そ
の
空
白
｜
｜
｜
」
『
国
語
国
文
論
集
』
、
一
九
七
九
・
二
一
。
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（
刊
）

（
日
）

（
ロ
）

（
日
）

「
万
葉
集
全
注
』
六

岸
俊
男
氏
「
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
」
「
古
代
政
治
史
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
六
六
・
五
（
初
出
！
一
九
六
四
・
九
）
。

『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
十
一
月
五
日
条
に
紀
竃
門
娘
・
石
川
万
子
娘
の
蹟
号
既
知
記
事
が
あ
る
。
翌
年
六
月
、
首
皇
子
は
立
太
子
さ
れ
る
。

河
内
祥
輔
氏
「
八
世
紀
型
の
皇
統
形
成
原
理
」
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
・
四
。

秋
間
俊
夫
氏
「
人
麻
呂
と
近
江
」
「
文
学
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
・
一O

。

神
野
志
隆
光
氏
「
聖
武
朝
の
皇
統
意
識
と
天
武
神
話
化
」
『
柿
本
人
麻
日
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
九
二
・
四
（
初
出
l

一
九
九
0

・
九
）
。

健
在
説
は
、
川
崎
庸
之
氏
「
大
伴
家
持
」
（
『
記
紀
万
葉
の
世
界
』
〔
歴
史
著
作
選
集
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
・
一
O
。
初
出
｜

一
九
四
二
・
こ
横
田
健
一
氏
「
安
積
皇
子
の
死
と
そ
の
前
後
」
（
『
白
鳳
天
平
の
世
界
』
、
創
元
社
、
一
九
七
三
・
九
。
初
出
｜
一
九
五

九
・
六
）
な
ど
。
病
説
は
、
山
本
健
吉
氏
『
大
伴
家
持
』
（
『
全
集
』
二
、
講
談
社
、
一
九
八
三
一
・
九
。
初
出
一
九
七
一
・
七
）
、
橋
本
達

雄
氏
「
活
道
の
岡
宴
歌
」
（
『
大
伴
家
持
作
品
論
孜
』
、
塙
書
房
、
一
九
八
五
・
二
。
初
出
｜
一
九
七
八
・
二
一
）
な
ど
。

『
懐
風
藻
』
に
は
松
風
を
聞
く
詩
が
多
く
残
き
れ
て
お
り
、
松
風
の
題
材
が
漢
詩
文
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
受
容
が
既
に
広
く
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
教
え
る
（
一
九
、
二
二
、
三
一
、
三
八
、
六
九
、
一

O
八
、
一
一
八
）
。
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
ほ
と
ん
ど
に
「
松
風
」
が
春
の

題
材
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
松
風
に
対
す
る
聴
覚
を
「
清
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一O
四
二
番
歌
と
合
致
し
た

も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
初
旬
「
一
つ
松
L
は
漢
語
「
孤
松
」
の
翻
訳
語
で
あ
る
。
な
お
、
あ
る
音
を
「
清
」
と
聴
き
取
る
発
想
は
音
楽
に

関
す
る
漢
詩
文
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
小
島
憲
之
氏
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
、
塙
書
房
、
一
九
六
四
・
二
一
）
。

「
幾
代l

経
る
」
の
例
は
、
1

・
三
四
（
異
伝
9

・
一
七
二
ハ
）
、3

・
三
五
五
、
日
・
二
六
五
六
、
日
・
二
一
六
二
一
、
三
六
三
七
、
η
・
四

O
三
三
、
四
O
二
六
。
こ
の
表
現
に
叙
述
さ
れ
る
対
象
は
、
単
に
長
期
の
時
聞
が
経
過
し
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
神
性
を
付

与
せ
ら
れ
て
表
現
き
れ
て
い
る
。

外
来
の
題
材
を
扱
い
つ
つ
も
他
方
伝
統
的
な
歌
こ
と
ば
を
用
い
て
万
葉
歌
と
し
て
安
定
性
を
与
え
る
、
と
い
う
の
は
市
原
王
作
歌
に
通
底
す

る
方
法
で
あ
る
（
3

・
四
一
二
、
加
・
四
五
O
O
）
。

芳
賀
紀
雄
氏
「
歌
人
の
出
発
」
『
日
本
古
代
論
集
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
0

・
九
。
だ
が
、
家
持
の
作
家
活
動
の
開
始
を
天
平
五
年
と
見
る

の
は
、
注
2

で
指
摘
し
た
事
象
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
留
に
し
て
お
く
。

こ
こ
か
ら
、
吉
井
巌
「
万
葉
集
巻
六
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注3
）
は
、
聖
武
は
「
治
道
を
失
っ
て
、
唯
一
人
の
皇
子
を
失
っ
た
悔
悟
の
心
情
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が
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
天
皇
は
た
だ
た
だ
大
仏
建
立
の
悲
願
へ
と
走
っ
て
ゆ
く
」
と
解
す
る
が
、
そ
の
説
は
取
ら
な
い
。
国
分
寺
・

国
分
尼
寺
及
び
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
東
大
寺
の
創
建
、
そ
し
て
そ
の
頂
点
の
象
徴
と
し
て
の
大
仏
の
建
立
は
、
氏
族
的
あ
る
い
は
神
話
的
基

盤
に
支
え
ら
れ
た
天
皇
の
あ
り
方
か
ら
、
律
令
的
あ
る
い
は
世
界
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
保
証
さ
れ
た
新
た
な
る
天
皇
の
あ
り
方
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
（
石
母
田
正
氏
「
国
家
と
行
基
と
人
民
」
「
日
本
古
代
国
家
論
』
第
一
部
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
・
五
。
吉
田
孝
氏
『
古
代

国
家
の
歩
み
』
〔
大
系
日
本
の
歴
史
3

〕
、
小
学
館
、
一
九
八
八
・
二
）
。
聖
武
朝
の
仏
教
政
策
は
、
聖
武
個
人
の
信
仰
心
に
帰
結
す
る
も
の

で
は
な
く
、
前
代
の
位
相
か
ら
は
飛
躍
し
た
王
権
の
絶
対
性
を
宣
言
す
る
た
め
の
革
新
的
な
試
み
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
安

積
皇
子
を
失
っ
た
悔
悟
な
ど
聖
武
に
は
な
い
（
本
文
参
照
）
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
七
月
四
日
条
。

犬
飼
公
之
氏
「
長
屋
王
の
追
悼
｜
｜
｜
万
葉
集
巻
六
、
第
一
部
｜
｜
」
（
『
上
代
文
学
』
一
九
七
八
・
二
）
は
、
こ
の
歌
の
話
者
を
長
屋
王
側

近
の
授
万
寮
の
舎
人
と
す
る
が
、
従
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
論
旨
が
展
開
さ
れ
る
が
、
同
様
に
従
え
な
い
。

伊
藤
博
氏
は
行
幸
供
奉
歌
群
（
九
五
四
）
の
中
に
本
歌
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
蜜
入
だ
と
す
る
（
前
掲
注1
）
が
、
単
純
に
は
従
え
な
い
。

前
掲
注
1
0

中
西
進
氏
「
文
人
歌
の
試
み
ー
ー
ー
大
伴
旅
人
に
お
け
る
和
歌
｜
｜
」
『
中
西
進
万
葉
論
集
』
第
三
巻
、
講
談
社
、
一
九
九
五
・
七
（
初
出
｜

一
九
八
四
・
一
二
）
。

王
者
の
狩
猟
あ
る
い
は
行
幸
に
従
駕
す
る
意
味
の
用
例
は
、

1

・
四
、
四
九
、
2

・
二
三
九
、
6

・
九
二
六
、
7

・
一
一
O
四
、
一
一
四

八
、
9

・
一
七
二
O
。
巻
七
、
九
収
載
歌
は
題
詞
・
左
注
に
は
何
も
記
き
れ
な
い
が
、
作
歌
内
容
か
ら
行
幸
従
駕
歌
と
見
な
す
。
ま
た
、
類

例
「
舟
並
め
て
」
（1

・
三
六
、
6

・
九
三
三
）
も
行
幸
従
駕
の
表
現
で
あ
る
。

犬
飼
公
之
氏
、
前
掲
注
加
。

前
掲
注
3

。

笹
山
晴
生
氏
「
授
刀
舎
人
補
考
ー
ー
ー
和
銅
元
年
天
皇
御
製
歌
の
背
景
｜
｜
」
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

五
・
四
（
初
出
｜
一
九
六
八
・
一
一
）
、
林
睦
朗
氏
「
皇
位
継
承
と
親
衛
隊
」
『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
・
九

こ
の
皇
子
の
名
は
不
明
で
あ
る
。
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
は
「
基
王
」
と
記
さ
れ
る
が
、
「
基
」
は
「
某
」
字
を
誤
っ
た
と
す
る
『
大
日
本

史
』
の
説
に
従
う
。
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岸
俊
男
氏
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義
」
（
前
掲
書
所
収
。
初
出
｜
一
九
五
七
・
一O）
。

な
お
、
付
言
す
る
。
従
来
、
九
五
O
i

九
五
四
番
歌
ま
で
が
難
波
行
幸
歌
で
あ
り
、
九
五
五
1

九
七
O
番
歌
ま
で
が
大
伴
旅
人
を
中
心
と
す

る
太
宰
府
歌
群
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
巻
頭
か
ら
九
五
四
番
歌
ま
で
が
ま
と
ま
っ
た
行
幸
供
奉
歌
群
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
当

時
の
台
閣
の
首
班
が
長
屋
王
で
あ
る
た
め
に
、
皇
親
政
治
が
行
な
わ
れ
る
際
に
宮
廷
歌
人
が
活
躍
す
る
と
い
う
了
解
の
下
で
で
あ
る
。
し
か

し
、
万
葉
に
お
け
る
長
屋
王
問
題
は
、
中
西
進
（
前
掲
注
幻
な
ど
て
胡
志
昂
（
『
奈
良
万
葉
と
中
国
文
学
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
・
一

一
一
）
両
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
旅
人
作
歌
の
通
底
に
根
差
す
問
題
で
あ
り
、
宮
廷
歌
人
の
活
躍
と
関
係
は
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
長
屋
王
の
政
治
は
、
不
比
等
の
路
線
を
推
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
皇
親
政
治
と
し
て
弁
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
寺
崎
保
広
氏
『
長

屋
王
』
〔
人
物
叢
書
〕
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
・
二
）
。

小
野
寛
氏
「
恭
仁
京
の
歌
」
『
大
伴
家
持
研
究
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
八0
・
三
（
初
出
｜
一
九
七
七
・
二
）
。

巻
六
の
持
つ
問
題
は
こ
こ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
巻
頭
の
笠
金
村
作
歌
か
ら
、
歌
に
日
付
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
霊
亀
元
年
以
来
八
年
ぶ
り
に

復
活
し
た
。
す
な
わ
ち
、
万
葉
史
に
お
け
る
〈
画
期
と
し
て
の
聖
武
朝
〉
と
い
う
認
識
を
迫
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

31 30 （
付
記
〕

本
稿
は
第
三
八
七
・
慶
麿
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
お
よ
び
上
代
文
学
会
一
九
九
九
年
十
二
月
例
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
で
あ

る
。
席
上
御
教
示
下
さ
っ
た
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

二
0
0
0

年
一
月
一
八
日
、
御
指
導
を
賜
っ
て
い
た
井
口
樹
生
先
生
が
急
逝
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
、
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

突
然
の
驚
き
の
あ
ま
り
、

こ
と
ば
も
出
な
い
。
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